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４ 事務局報告

（１）平成３０年３月宮代町議会定例会関係

ア 平成２９年度一般会計補正予算(第５号)について

教育関係補正予算の概要

■歳入

科 目 補正予算額
国庫支出金 2,350千円

補助率１／２

県支出金 1,175千円
補助率１／４

埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金
内 訳

埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金

■歳出

事 業 名 補正予算額
小学校施設管理事業 743千円

備品購入費 743千円

教室用テレビ3台、教員用机1台、教卓2台
児童用机20台、児童用椅子20台

埋蔵文化財発掘調査事業 0千円

学校給食運営管理事業 409千円
備品購入費 409千円

給食用配膳台3台、給食用配膳ワゴン3台

笠原小学校における普通教室への転換に伴う

国県支出金の追加交付に伴う財源更正

内 訳

笠原小学校における普通教室への転換に伴う
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イ 一般質問と答弁の概要について（答弁の要旨は別冊）

通告８号 角野由紀子議員 〔答弁者：教育長・教育推進課長〕

１ 住民納得度と職員満足度

(3)教員の働き方改革に関した取り組みは。

２ 学校での心肺蘇生教育の普及推進及び突然死ゼロを目指した危機管理体制の

整備ついて

児童生徒、教職員に対する心肺蘇生と AED に関する教育を普及推進するとともに、学校で

の危機管理体制を拡充し児童生徒の命を守るための安全な学校環境を構築する事は喫緊の

課題と考えますが、当町の小中学校における児童生徒への心肺蘇生教育の現状と今後の方向

性、また学校における AED 設置状況、さらには、教職員への AED 講習の実施状況など具体的

な取り組みも含めお伺いします。

３ トイレの洋式化

町内の公共施設（学校や避難所施設、観光施設など）のトイレの洋式化への取り組みにつ

いて伺います。現在の洋式化率は。トイレの洋式化に向けた目標設定は。学校の大規模改修

計画の進捗状況は。

通告９号 合川泰治議員 〔答弁者：教育長〕

３ 英語教育の推進

これまで培ってきたことを糧にし、「英語が話せるまち」を目指し、取り組むべきと考え

るが町の見解は。

通告１０号 丸山妙子議員 〔答弁者：教育長・教育推進課長〕

１ 文化面での顕著な活躍等に表彰規程を提案する。

町民体育祭では、表彰基準に基づき活躍された選手は表彰されてきた。広報で申請の記事

も掲載している。が、文化面ではいわゆる一般に知られている県展で最高の知事賞を受賞し

た場合など、町長へ表敬訪問の記事や新聞でしか知ることがない。

(１)「水面に映える文化都市」宣言をしてからかなり長い年月が流れた。体育分野で活躍

された方々同様、文化での顕著な活躍に表彰規程を設け町民文化祭にて表彰の授与を

提案する。
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２ 町立小中学校の制服の価格の検討及び体育着、体育館シューズ等学校指定の必要

があるのか。

公立中学の制服などの価格を教育委員会はどう考えるか。

上履きや体育館シューズなど学校指定のものは、一般の小売のものと比べ高く、成長期の

ためサイズが合わなくなり、頻繁に買い替えなくてはならない。保護者からは価格が高い、

洗ってもきれいにならず痛みが早いなど不満の声があがっている。

(１)町内の中学校の制服、体育着(ジャージ)の価格は適正か。

(２)上履きや体育館シューズなど学校指定にする必要があるか。
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（３） 学校教育関係

ア ３月の行事予定について

須賀小：須 百間小：百 東小：東 笠原小：笠 ／ 須賀中：須 百間中：百 前原中：前

日 付 小 学 校 中 学 校

1 日（木） 6 年生を送る会・民生委員児童委

員連絡協議会（須）

学習参観懇談会（東）

保幼小連絡会・区長連絡協議会（笠）

公立学校学力検査

１・２年生期末試験～２日（須・百）

2 日（金） 6年生を送る会・PTA 総務会（百）

ありがとう集会＜感謝の会＞（東）

6年生を送る会・一斉下校（笠）

実技面接

コミ協あいさつ運動（前）

3 日（土）

4 日（日）

5 日（月） 通学班編成・一斉下校（須）

学力向上強化週間（百・東）

パワーアップチャレンジ週間・新通学班編成

一斉下校（笠）

総合的な学習の時間発表会（百）

6 日（火） 校長会（須賀小会場）

登校指導（須） 感謝の会（百）

校長会（須賀小会場）

3年生を送る会（須・前）

7 日（水） いじめ不登校対策推進会議

登校指導（須）

旗引継ぎ式（百）

いじめ不登校対策推進会議

PTA あいさつ運動・

芸術鑑賞会・3年生を送る会（百）

3年生性教育講演会（前）

8 日（木） 教頭会（百間小会場）

登校指導（須）中学生に学ぶ会（百）

保幼小連絡会（東）

登校指導・安全点検（笠）

教頭会（百間小会場）

中３給食終了

卒業式全体練習（須）

9 日（金） 臨時校長会９：００～

登校指導・安全点検（須）

安全点検（百）６年生を送る会（東）

臨時校長会９：００～

入学許可候補者発表

10 日（土） 宮代高校卒業式

11 日（日）
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12 日（月） 特別日課（百・東） 安全点検日（前）

13 日（火） 卒業式予行（東・笠） 卒業式予行（須・百・前）

14 日（水） 特別日課（須・笠）

ストーブ片付け（笠）

卒業式準備（須・百・前）

15 日（木） 卒業証書授与式（中）

16 日（金） 宮代特支卒業式

卒業式予行（百）

小中連絡会・百間中出前授業（東）

大掃除（笠）

1･２年生授業参観・保護者会（須）

B日課（前）

県立高等学校入試得点開示期間

～２３日

17 日（土）

18 日（日）

19 日（月） 給食終了

大掃除・互審会（須）

6年生互審会（百・笠）

1～5互審会（東）

給食終了

1･2 年生授業参観・保護者会（百）

保護者会（前）

20 日（火） ふれあいデー

卒業式準備（須・百・東・笠）

ふれあいデー

全校朝会＜警察講話＞（前）

21 日（水） 春分の日 春分の日

22 日（木） 卒業証書授与式（小）

1～5互審会（笠）

23 日（金） 臨時校長会９：００～

小中連絡会(須・百)

大掃除・小中連絡会（笠）

臨時校長会９：００～

大掃除（須・百・前）

24 日（土）

25 日（日）

26 日（月） 修了式 修了式

教育課程検討委員会（須）

27 日（火） 学年末休業日 学年末休業日

28 日（水） 臨時校長会９：００～ 主幹教諭辞令交付

29 日（木） 平成 30 年度当初新任校長・教頭辞令交付

30 日（金） 辞令交付

31 日（土）
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（４） 生涯学習関係

ア ３月の事業予定について（教育委員会主催事業）

日 時 内 容 場 所

１０日（土）

14:00～16:00

チャレンジ（第１５回/全１５回）

■多くのスポーツ種目の楽しさと基本動作を知ることによ

り、自分に合った興味の持てるスポーツに出会うことを

目的として実施する。

●内容：卓球

●対象：小学３・４年生

ぐるる

サブアリーナ

【参考】

１１日（日）

9:00～16:00

彩の国２１世紀郷土かるた県大会

■郷土埼玉が育てた人物や美しい自然・文化や産物を心に

描きながらカルタを楽しむ。個人戦及び団体戦

●参加 みやしろ大会（１月２１日開催）の団体戦及び

個人戦の優勝者が出場

●主催 埼玉県教育委員会、

一般社団法人埼玉県子ども会連合会

●会場 深谷市総合体育館

深谷市

総合体育館

１７日（土）

14:00～16:00

スポーツフィールド（第１０回/全１０回）

■運動実施率が低い 30～40 才代を主なターゲットとし、指

定日時に来館すれば、一人でも楽しく運動できる機会を

提供する。

●内容：さいかつぼーる

●対象：小学生以上

ぐるる宮代

サブアリーナ

１７日（土）

～５月６日（日）

9:30～16:30

企画展「古文書に見る人々の暮らし３ 弘化３年の水害」

■平成２８年度から開催している古文書をモチーフとした

企画展「古文書に見る人々の暮らし」の第３弾として、

江戸時代の三大水害の一つである「弘化３年（1846 年）

の水害」について、郷土に残された古文書の中から紹介

する。

第 1弾 遺された記録 H28.5 月～7月

第 2弾 寺社参詣 H29.5 月～7 月

郷土資料館

特別展示室
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１８日（日）

14:00～16:00

歴史講座

「埼玉県東部低地の人々と暮らし２～漂着神と水神～」

■宮代町や周辺の地域では、伝承として伝わる「流れ着い

た神仏」や、生活に深い関わりのある「水」にまつわる

「水神信仰」がある。こうした信仰などについて詳しく

説明いただく。

●対象：一般

●講師：放送大学講師 板垣時夫氏（白岡市生涯学習課専

門員）

●費用：２００円（資料代等）

郷土資料館

２階会議室
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議案第１号

平成３０年度宮代町教育行政重点施策の承認について

別紙のとおり平成３０年度教育行政重点施策を定めることにつき議決を求める。

平成３０年２月２２日提出

宮代町教育委員会

教育長 中村 敏明

提 案 理 由

宮代町の教育行政施策を効果的に遂行していくことを目的とし、宮代町教育委

員会として平成３０年度に重点的な取り組み事項を定めるため、この案を提出す

るものである。
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議案第２号

宮代町教育委員会表彰規程取扱要領の一部改正について

別紙のとおり宮代町教育委員会表彰規程取扱要領の一部改正の承認につき議決

を求める。

平成３０年２月２２日提出

宮代町教育委員会

教育長 中村 敏明

提 案 理 由

宮代町教育委員会表彰規程第５条に定められた宮代町教育委員会表彰規程取扱

要領の一部改正について承認を求めるため、この案を提出するものである。
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宮代町教育委員会表彰規程取扱要領の一部改正について

宮代町教育委員会表彰規程取扱要領（平成１３年５月１５日宮代町教育委員会承

認）の一部を次のように改正する。

第２ 選考基準中「１３」を「１４」とし、「１２」の次に次を加える。

１３ 町内小・中学校のＰＴＡ会長又は副会長として、小・中学校合わせて３年

以上の在職年数を有する者で、その職を退任した者

附 則

この要領は、議決の日から施行する。
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宮代町教育委員会表彰規程取扱要領

第１ 趣旨

この要領は、宮代町教育委員会表彰規程(平成元年教委規程第２号。以下｢規程｣

という。)第５条に基づき必要な事項を定めるものとする.。

第２ 選考基準

規程第２条各号に定める個人又は団体は、次の基準を満たすものの中から選考

するものとする。

１ 教育委員で、その職を退任した者

２ 町内小・中学校に勤務した校長・教頭で町外に転出及び退職した者

３ 町内小・中学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師で、その職を退任した者

４ 社会教育委員で、２期(４年)以上在職し、その職を退任した者

５ 公民館長で、その職を退任した者

６ 図書館協議会委員で、２期(４年)以上在職し、その職を退任した者

７ 文化財保護委員で、２期(４年)以上在職し、その職を退任した者

８ スポーツ推進委員で、２期(４年)以上在職し、その職を退任した者

９ 奨学生選考委員で、２期(４年)以上在職し、その職を退任した者

１０ 交通指導員で、２期(４年)以上在職し、その職を退任した者

１１ 公民館運営審議会委員で、２期(４年)以上在職し、その職を退任した者

１２ その他の委員で４年以上在職し、その職を退任した者

１３ 町内小・中学校のＰＴＡ会長又は副会長として、小・中学校合わせて３年

以上の在職年数を有する者で、その職を退任した者

１４ その他特に必要と認められるもの

第３ 表彰状等の様式

表彰状・感謝状の様式については、別紙様式のとおりとする。

第４ 庶務

表彰に関する庶務は、教育推進課教育総務担当で行う。

平成１３年５月１５日 教育委員会承認

平成１５年４月２４日 教育委員会承認

改正 平成３０年２月２２日 教育委員会承認

※下線部分が改正部分
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参 考

宮代町教育委員会表彰規程

平成元年４月１日

教委規程第 ２号

（目的）

第１条 この規程は、宮代町の教育、学術、文化及び体育の振興発展に貢献し、他

の模範となるものの表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（表彰の基準）

第２条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を選考し、表彰する。

（１） 教育、学術、文化及び体育の振興発展に功績が顕著であるもの

（２） 教育関係職員で、その業績が特に優秀であるもの

（３） 教育、文化及び体育等関係団体の活動の推進等に貢献し、その功績が

顕著であるもの

（４） その他特に表彰に値すると認められるもの

（表彰の方法）

第３条 表彰は、教育委員、校長及び団体の長等の推薦により教育委員会で選考の

上、これを行う。

２ 表彰者には表彰状(又は感謝状)を授与する。なお、副賞又は記念品を加授する

ことができる。

（表彰の時期）

第４条 表彰は、毎年 1 回必要に応じて行う。ただし、特に必要がある場合は、臨

時に行うことができる。

（雑則）

第５条 この規程に定めるもののほか、表彰についての必要な事項は、別に教育委

員会が定める。

附 則

この規程は、平成元年４月１日から施行する。
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議案第３号

平成３０年度当初宮代町小中学校教職員人事異動の承認について

別紙のとおり平成３０年度当初宮代町小中学校教職員人事異動の承認につき議

決を求める。

平成３０年２月２２日提出

宮代町教育委員会

教育長 中村 敏明

提 案 理 由

平成３０年度宮代町小中学校教職員人事異動について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２５条第２項第４号の規定により、この案を提出するも

のである。



６ その他

H30.2 宮代町教育委員会 教育総務担当

校舎屋根からの雨水排水が雨どいを通じて集まる地上の集水枡又は地表面に直に排水する

構造となっている、いわゆる「ホットスポット」となる可能性のある場所での測定を実施

≪今回の測定箇所設定の考え方≫

・原則として、これまで計測してきた定点を計測、比較

今回 前回 前年同期 前々年同期
学校名 測定箇所

H30.2.1、8 H29.7.3 H29.2.1、3 H28.7.1

須賀小学校 第3校舎1-2教室前集水枡（左） 0.071 0.095 0.095 0.107
第3校舎1-2教室前集水枡（右） 0.100 1.120 0.118 0.110
体育館 0.058 0.105 0.075 0.070
第1校舎玄関脇 0.078 0.073 0.071 0.084

百間小学校 正門 0.067 － 0.065 －
体育館裏手 0.052 － 0.073 －
プール脇 0.056 － 0.069 －
第２校舎裏 外トイレ脇 0.065 － 0.079 －

東小学校 鉄筋校舎北角排水管吐口 0.086 － 0.083 －
鉄筋校舎北側便所脇排水管吐口 0.088 － 0.109 －
鉄筋校舎東角排水管吐口 0.103 － 0.114 －
通路花壇脇 0.054 － 0.049 －

笠原小学校 保健室前排水浸透枡 0.082 0.099 0.120 0.113
低学年棟縦樋排水浸透枡 0.066 0.080 0.071 0.087
低学年棟縦樋排水浸透枡 0.089 0.074 0.076 0.076
低学年棟縦樋排水浸透枡 0.079 0.091 0.078 0.074

須賀中学校 校舎北排水管吐口 0.079 － 0.086 －
校舎東排水管吐口 0.076 － 0.069 －
校舎西排水管吐口 0.072 － 0.130 －
部活棟脇 0.064 － 0.061 －

百間中学校 二階校舎前排水管吐口 0.066 － 0.074 －
四階校舎前排水管吐口 0.082 － 0.085 －
三階校舎駐輪場脇排水管吐口 0.078 － 0.102 －
三階校舎部室棟寄排水管吐口 0.082 － 0.072 －

前原中学校 運動場 0.071 － 0.089 －
正門 0.062 － 0.059 －
体育館前 0.064 － 0.078 －
体育館裏 0.078 － 0.103 －

町基準値 ： ０．３１ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ（地表部）
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